
〔承諾の要る認知〕

婚姻外で生まれた子を『自分の子です』と

認める認知手続きは、一般的には、認知しよ

うとする父親が、市区町村役場に認知届を提

出して行いますが、父親の方から一方的に認

知してはいけないケースもあります。

それは、成年(満二十歳)になった子や胎児若
しくは死亡した子を認知する場合です。

(成年の子の認知) 
認知しようとしている子が、成年(満二十
歳)になっている場合には、その子本人の承
諾が無ければ認知する事は出来ません。

(民法第 782条) 

<父親の身勝手は許されない> 
子供という存在は、小さい内は何かと手が

掛かるし、養育費も掛かります。

従って子が小さい内は認知せずに放って

おいて、いざその子が成人になり、ある程

度の生活力を身に付けたら『自分が父親だ』

と名乗り出てその子を認知し、『老後の面倒

を見て貰おう』などという父親の身勝手を

禁じる趣旨なのです。

(胎児の認知) 
父は、婚姻外の子がまだ生まれる前、つま

り、まだ胎内に在る場合でも認知する事が

できます。

但し、その為には、母親の承諾が必要とな

ります。(民法第 783条 1項) 

母子については、出産の事実をもって母と

子の間には親子関係が発生します。

よって、子が生まれれば、当然母親が親権

者になります。

(死亡した子の認知) 
婚姻外で生まれた子の認知については、そ

の子が既に死亡している場合であっても、

その死亡した子に直系卑属があるときに限

って、その死亡した子を認知する事が可能

です。(民法第 783条 2項) 

通常は、死亡した子を認知する必要はあり

ません。

しかし、その死亡した子に直系卑属(子や孫
等)がある場合には、その子の認知を通じて、
父親とその直系卑属との間に相続関係や扶

養関係が発生しますので、死亡した子を認

知するか否かが大きな問題となるのです。

<成人に達していたら承諾が必要> 
死亡した子を認知する場合において、そ

の死亡した子の直系卑属が、成人(満二十
歳)になっているときには、その直系卑属
本人の承諾が無ければ、その死亡した子

を認知する事は出来ません。

その死亡した子を認知する事により、そ

の父親とその直系卑属との間には、血族

としての親族関係が発生します。

■直系卑属とは？・・・子や孫など自分より

後の世代で、直通する系統の親族のことで

す。また、養子も含まれます。兄弟・姉妹、

甥・姪、子の配偶者は含まれません。

〔終わり〕
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